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■地域審議会
　平成21年度決算見込みや22年度当初予算に基づ
く、新市建設計画事業や新市基本計画事業の進ちょ
く状況などについて説明します。傍聴は各地区と
も先着10人まで。開始30分前から10分前まで受
け付けます。
●粕川地区
日時＝４月23日㈮午後１時30分
会場＝粕川公民館
問い合わせ＝粕川支所☎285-4112
●大胡地区
日時＝４月23日㈮午後３時45分
会場＝大胡支所
問い合わせ＝同支所☎283-0111
●宮城地区
日時＝４月26日㈪午後１時30分
会場＝宮城公民館
問い合わせ＝宮城支所☎283-2131
●富士見地区
日時＝４月26日㈪午後３時45分
会場＝富士見支所
問い合わせ＝同支所☎288-2211

　問い合わせは　資産税課　☎898−6216

　次のような場合、固定資産税や都市計画税が、申請
で減額や免除されることがあります。
①原則として居住に必要な資産だけを所有し、生活保
護法の生活扶助を受けているなど、徴収猶予や納期限
の延長を行っても納税が困難と認められる。
②所有する固定資産が公民館などに使われ、減免する
ことが公益を増進するものと認められる（有料のもの
を除く）。
③固定資産が風水害、火災などで大きな被害を受けた。
④ほかに特別の事由がある。
　減免の申請は、申請書（必要によって事由を証明す
る書類を添付）を納期限の７日前までに市役所資産税
課に提出してください。申請の事由を調査し、減免の
可否を決定します。

災害の被災者など
固定資産税が減免に

　し尿浄化槽やくみ取り
便所を廃止し、公共下水
道へ接続する個人に補助
を行います。詳しくは本
市ホームページをご覧く
ださい。
対象＝次のすべてを満たす人。①排水設備工事確
認申請の申請者②本市に住所があり、居住してい
る③市民税非課税世帯④市税、水道料金、都市計
画下水道事業受益者負担金、公共下水道事業分担
金を滞納していない⑤来年３月31日㈭までに工事
を完了できる
補助金額＝〈供用開始告示後３年以内の工事〉
３万円〈供用開始告示後１年以内の工事〉５万円
申し込み＝水道局下水道管理課（☎898-3075)へ直
接

補助を利用して
公共下水道へ接続を

大胡・宮城・粕川・
富士見地区で
地域審議会を開きます

　問い合わせは　いきいき生活課　☎898−6510

みんなで魅力ある地域に
地域づくり推進大会を開催

　本市では、市民の皆さんと一緒に地域の支え合いを
深める取り組みを行っています。地区の魅力や独自性
を生かした個性豊かな地域づくりの輪を広めるため
「まえばし地域づくり推進大会」を開催します。こと
しも地域づくり連絡会をはじめとする地域の皆さんが
自主的に運営。昨年度の指定地区がこれからの取り組
みを報告するほか、パネルディスカッションや本年度
の指定地区への指定書交付式、各地区の活動のパネル
展示などを行います。
　なお、来場の際は公共交通機関を利用してください。
日時＝４月24日㈯午後１時30分
会場＝総合福祉会館
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■市政に関する意見や提言、アイデアなどお待ちしています

推進大会で熱心に傍聴

パネル報告
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４

　専用のハガキを市役所や各支所・公民館など市内57カ

所に設置。これ以外の用紙で提言する場合は ｢市長への手

紙」と明記し、郵送やファクス（224-1288）、Ｅメール

（tegami@city.maebashi.gunma.jp）で送付してください。

　また、市庁舎１・２階には「発言箱」を設置。市役所に来

た際、気付いたことなどを投
とうかん

函してください。
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